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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
原稿を読み取る読取手段と、
ユーザの入力を受け付ける受付手段と、
印刷用データに基づいて印刷する印刷手段と、
制御手段と、
を備え、
前記制御手段は、
原稿の一面に顔写真が含まれる画像データを有し、他面に顔写真を含まない画像データを
有する原稿の両面をそれぞれ読み取って一枚のシートに印刷するIDコピーモードの指示を
、前記受付手段を通じて受け付ける受付処理と、
前記読取手段に原稿の両面の読み取りを行わせる読取処理と、
前記受付処理にて前記IDコピーモードの指示を受け付けたと判断すると、前記読取処理に
て読み取った、前記一面の画像データである第1画像データに基づいて、少なくとも濃度
が異なる複数の画像データと、前記他面の画像データである第2画像データに基づいた１
つの画像データとを含む印刷用データを作成する作成処理と、
前記作成処理によって作成された印刷用データに基づいて一枚のシートの片面に印刷手段
に印刷させる印刷処理と、
を実行する印刷装置。
【請求項２】
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　前記制御手段は、前記作成処理で、前記第1画像データと濃度が同じ画像データと、前
記第1画像に基づいて、前記第1画像データと濃度の異なる画像データと、を作成する、こ
とを特徴とする請求項１に記載の印刷装置。　　　　
【請求項３】
　前記制御手段は、前記作成処理で、前記第1画像データに基づいて、明度を上げた画像
データと明度を下げた画像データとを作成する請求項２に記載の印刷装置。
【請求項４】
　前記制御手段は、前記作成処理で、前記第1画像データに基づいた前記複数の画像デー
タの画像を、前記第2画像データに基づいた前記１つの画像データの画像に隣接して配置
する、請求項１から３のいずれか一項に記載の印刷装置。
【請求項５】
　前記制御手段は、前記受付処理にて前記IDコピーモードの指示を受け付けたと判断した
場合、前記読取処理での読取結果に基づいて顔認識を行う顔認識処理を実行し、
　前記作成処理では，前記顔認識処理にて顔認識に失敗した場合に，前記複数の画像を作
成する請求項1から４のいずれか一項に記載の印刷装置。
【請求項６】
　前記制御手段は、前記顔認識処理では、前記読取処理での読取結果の画像から階調を下
げた画像に基づいて顔認識を行う請求項5に記載の印刷装置。
【請求項７】
　前記制御手段は、前記第1画像データの濃度が閾値よりも大きい場合に、前記作成処理
において、前記第1画像データに基づいて、濃度が異なる複数の画像データを作成する、
請求項１から４のいずれか一項に記載の印刷装置。
【請求項８】
　前記制御手段は、前記読取処理において、前記一面は、前記他面を読み取る場合よりも
高い解像度で読み取る請求項１ないし７のいずれか一項に記載の印刷装置。
【請求項９】
　前記制御手段は、前記作成処理において、前記第1画像データ全体の濃度が異なる複数
の画像を作成する請求項１ないし８のいずれか一項に記載の印刷装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は，ＩＤカードを読み取って印刷する技術である。
【背景技術】
【０００２】
　従来から，ＩＤカードや名刺等，顔写真が含まれる原稿の画像を読み取る特別なモード
を有する読取装置が実用化されている。例えば，当該特別なモードを有する読取装置に関
する技術として，当該特別なモードで読み取った際に，顔認識処理を行い，顔写真の領域
の画像を補正する技術が知られている。
【０００３】
　顔写真を含む画像を出力する技術を開示した文献としては，例えば，特許文献１がある
。具体的に特許文献１には，写真画像データを調整するシステムであって，写真画像デー
タの画像から顔写真の領域を推定し，顔写真の領域の輝度情報から，写真画像データの画
像の明るさを調整する構成が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００４－２４０８２９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】



(3) JP 6922972 B2 2021.8.18

10

20

30

40

50

　しかしながら，前記した従来の技術には，次のような問題があった。すなわち，自動的
に１パターンの濃度に調整される。そのため，必ずしも読み取りを指示したユーザが好む
濃度の画像を出力できるとは限らない。ユーザが好む濃度にはばらつきがあることから，
改善の余地がある。
【０００６】
　本発明は，前記した従来の技術が有する問題点を解決するためになされたものである。
すなわちその課題とするところは，ＩＤカードを読み取って印刷する印刷装置であって，
ユーザが好む濃度の画像の出力が期待できる技術を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　この課題の解決を目的としてなされた印刷装置は、原稿を読み取る読取手段と、ユーザ
の入力を受け付ける受付手段と、印刷用データに基づいて印刷する印刷手段と、制御手段
と、を備え、前記制御手段は、原稿の一面に顔写真が含まれる画像データを有し、他面に
顔写真を含まない画像データを有する原稿の両面をそれぞれ読み取って一枚のシートに印
刷するIDコピーモードの指示を、前記受付手段を通じて受け付ける受付処理と、前記読取
手段に原稿の両面の読み取りを行わせる読取処理と、前記受付処理にて前記IDコピーモー
ドの指示を受け付けたと判断すると、前記読取処理にて読み取った、前記一面の画像デー
タである第1画像データに基づいて、少なくとも濃度が異なる複数の画像データと、前記
他面の画像データである第2画像データに基づいた１つの画像データとを含む印刷用デー
タを作成する作成処理と、前記作成処理によって作成された印刷用データに基づいて一枚
のシートの片面に印刷手段に印刷させる印刷処理と、を実行することを特徴としている。
【０００９】
　すなわち，本明細書に開示される読取装置では，写真がＩＤカードを読み取るモードで
読み取った原稿の画像について，濃度が異なる複数の画像を作成して出力することで，ユ
ーザはそれら複数の画像の中から好みの濃度の画像を選択できる。従って，読み取りを指
示したユーザが好む濃度の画像が出力される可能性が高まる。 
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば，顔写真が含まれる原稿の画像を読み取る読取装置であって，ユーザが
好む濃度の画像の出力が期待できる技術が実現される。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】実施の形態にかかるＭＦＰの概略斜視図である。
【図２】ＭＦＰの電気的構成を示すブロック図である。
【図３】写真コピーモードの例を示す説明図である。
【図４】ＩＤコピーモードの例を示す説明図である。
【図５】コピー処理の手順を示すフローチャートである。
【図６】ＩＤコピー処理の手順を示すフローチャートである。
【図７】印刷データ作成処理の手順を示すフローチャートである。
【図８】写真コピー処理の手順を示すフローチャートである。
【図９】画面表示の例を示す説明図である。
【図１０】印刷データ選択処理の手順を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下，本発明にかかる読取装置を具体化した第１の形態について，添付図面を参照しつ
つ詳細に説明する。本形態は，読取機能を備える複合機（ＭＦＰ：Ｍｕｌｔｉ　Ｆｕｎｃ
ｔｉｏｎ　Ｐｅｒｉｐｈｅｒａｌ）に本発明を適用したものである。
【００１４】
　第１の形態のＭＦＰ１００は，図１に示すように，画像形成部１０と，画像読取部２０
と，操作パネル４０と，を備えている。画像形成部１０は，出力手段の一例である。画像
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読取部２０は，読取手段の一例である。操作パネル４０は，受付手段および出力手段の一
例である。
【００１５】
　画像形成部１０は，シートに画像を印刷するための構成である。画像形成部１０の画像
形成方式は，電子写真方式であっても，インクジェット方式であってもよい。第１の形態
のＭＦＰ１００は，カラー画像の形成が可能な装置であっても，モノクロ画像専用の装置
であってもよい。また，ＭＦＰ１００は，両面印刷可能な装置であっても，片面印刷のみ
の装置であってもよい。
【００１６】
　ＭＦＰ１００は，給紙トレイ１１と，排紙トレイ１２と，手差しトレイ１３と，を備え
ている。給紙トレイ１１は，印刷用のシートを収容する。排紙トレイ１２は，印刷済みの
シートを収容する。手差しトレイ１３は，手差しによる印刷用のシートの挿入を受け付け
る。ＭＦＰ１００は，給紙トレイ１１に収容されているシート，または，手差しトレイ１
３から挿入されたシートに，画像形成部１０を用いて印刷し，印刷済みのシートを排紙ト
レイ１２に排紙する。
【００１７】
　画像読取部２０は，原稿の画像を読み取るための構成である。読取方式は，ＣＣＤ方式
であってもＣＩＳ方式であってもよい。第１の形態のＭＦＰ１００は，カラー読み取りが
可能な装置であっても，モノクロ読み取りのみの装置であってもよい。また，ＭＦＰ１０
０は，両面読み取りが可能な装置であっても，片面読み取りのみの装置であってもよい。
【００１８】
　画像読取部２０は，読取対象の原稿を搬送する機能を有するＡＤＦ（自動原稿搬送装置
）２２を備える。ＡＤＦ２２は，図１に示すように，ＭＦＰ１００の筐体の上部に設けら
れ，原稿トレイ２４と，原稿排紙トレイ２５とを備える。画像読取部２０は，原稿トレイ
２４に置かれた原稿の１枚をＡＤＦ２２に搬送させ，搬送中に原稿の画像を読み取り，読
み取り済みの原稿を原稿排紙トレイ２５に排紙させる。
【００１９】
　画像読取部２０のＡＤＦ２２は，図１中の左奥側の一辺を中心に回転可能であり，ＭＦ
Ｐ１００に対して開閉自在に設けられている。ＡＤＦ２２の下側には読取ガラスが設けら
れ，ＭＦＰ１００は，読取ガラスに置かれた原稿を読み取ることもできる。例えば，ＭＦ
Ｐ１００は，ＡＤＦ２２の原稿トレイ２４にシートの無い状態で読み取りの指示を受け付
けると，読取ガラス上の原稿を読み取る。
【００２０】
　操作パネル４０は，図１に示すように，液晶ディスプレイ４１と，ボタン群４２とを備
える。ＭＦＰ１００は，動作状況等の各種の情報やユーザへのメッセージを操作パネル４
０の液晶ディスプレイ４１に表示させる。ＭＦＰ１００は，画像読取部２０にて読み取っ
た結果の画像や受信した画像データの画像等を液晶ディスプレイ４１に表示させてもよい
。また，ＭＦＰ１００の液晶ディスプレイ４１は，入力操作も可能なタッチパネルであっ
てもよい。その場合，ＭＦＰ１００は，各種のボタンを液晶ディスプレイ４１に表示させ
，押下された位置に基づいて各種の指示を受け付ける。
【００２１】
　ボタン群４２には，電源ボタン，実行ボタン，キャンセルボタン，テンキー等が設けら
れている。ＭＦＰ１００は，ボタン群４２への操作を受け付けた場合に，そのボタンにて
発信される信号を受信することにより，各種の指示入力を受け付ける。
【００２２】
　続いて，第１の形態のＭＦＰ１００の電気的構成について説明する。ＭＦＰ１００は，
図２に示すように，ＣＰＵ３１と，ＲＯＭ３２と，ＲＡＭ３３と，ＮＶＲＡＭ（不揮発性
ＲＡＭ）３４とを含むコントローラ３０を備えている。また，ＭＦＰ１００は，画像形成
部１０と，画像読取部２０と，ネットワークＩＦ（インターフェース）３７と，ＵＳＢＩ
Ｆ３８と，操作パネル４０と，を備え，これらがコントローラ３０に電気的に接続されて
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いる。
【００２３】
　ＲＯＭ３２には，ＭＦＰ１００を制御するための各種制御プログラムや各種設定，初期
値等が記憶されている。ＲＡＭ３３は，各種制御プログラムが読み出される作業領域とし
て，あるいは，データを一時的に記憶する記憶領域として利用される。ＮＶＲＡＭ３４は
，画像データ等のデータや各種設定，ユーザの情報等を記憶する領域として利用される。
【００２４】
　ＣＰＵ３１は，ＲＯＭ３２から読み出した制御プログラムに従って，その処理結果をＲ
ＡＭ３３またはＮＶＲＡＭ３４に記憶させながら，ＭＦＰ１００の各構成要素を制御する
。ＣＰＵ３１は，制御手段の一例である。なお，コントローラ３０が制御手段であっても
よい。また，図２中のコントローラ３０は，ＣＰＵ３１等，ＭＦＰ１００の制御に利用さ
れるハードウェアを纏めた総称であって，実際にＭＦＰ１００に存在する単一のハードウ
ェアを表すとは限らない。
【００２５】
　ネットワークＩＦ３７は，ネットワークに接続する外部機器と通信を行うためのハード
ウェアである。通信方法は，有線であっても無線であってもよい。ＵＳＢＩＦ３８は，Ｕ
ＳＢメモリ等のフラッシュメモリが接続され，接続されたフラッシュメモリと通信を行う
ためのハードウェアである。
【００２６】
　続いて，第１の形態のＭＦＰ１００にて，写真が含まれる原稿をコピーする制御につい
て説明する。ＭＦＰ１００は，写真が含まれる原稿のコピーを実行するモードとして，例
えば，写真コピーモードとＩＤコピーモードとを備えている。写真コピーモードでは，Ｍ
ＦＰ１００は，写真が含まれる原稿を他のモードの場合よりも高い解像度で読み取り，シ
ートに印刷する。一方，ＩＤコピーモードでは，ＭＦＰ１００は，原稿の両面をそれぞれ
読み取って，両面の画像データに基づく画像を，１枚のシートに印刷する。ＩＤコピーモ
ードは，一方の面に顔写真が含まれるＩＤカード等をコピーするモードであり，顔写真が
含まれると推定される面を他のモードの場合よりも高い解像度で読み取る。写真コピーモ
ードやＩＤコピーモードでは，例えば，最高解像度等の設定された解像度よりも高い解像
度で読み取る。
【００２７】
　第１の形態のＭＦＰ１００は，読み取った画像データが，写真が含まれる原稿の画像デ
ータであると推定される場合に，１つの画像データに基づいて，濃度の異なる複数の画像
を作成する。濃度の異なるとは，ブライトネス（平均した明暗の程度）に基づくものであ
っても，コントラスト（明暗の差の幅）に基づくものであってもよい。ＭＦＰ１００は，
濃度の異なる画像として，例えば，元の濃度に対して１～２割程度の濃度の増減を行った
画像を作成する。濃度が異なる複数の画像を作成することで，ユーザは，好みの濃度の画
像を選択できる。
【００２８】
　ＭＦＰ１００は，写真コピーモードでは，例えば，図３に示すように，原稿を読み取っ
た画像データ５１に基づいて，３種類の画像５２，５３，５４を作成する。画像５２は，
画像データ５１に基づいて，濃度を変更せずに印刷したものである。画像５３は，画像デ
ータ５１に基づいて，明度を上げて印刷したものである。画像５４は，画像データ５１に
基づいて，明度を下げて印刷したものである。この例では，３種類の画像５２，５３，５
４を，１枚のシート５０に印刷している。なお，シートが小さい場合には，別々のシート
に印刷してもよい。
【００２９】
　また，ＭＦＰ１００は，ＩＤコピーモードでは，例えば，図４に示すように，原稿の両
面を順に読み取って，１枚のシート５０に両面の画像を印刷する。第１画像データ６１は
，１回目の読み取りにて取得される画像データである。ＭＦＰ１００は，ＩＤコピーモー
ドが選択された時に，ＩＤカード等のうち，顔写真の付いている面を先に読み取ることを
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推奨するメッセージを液晶ディスプレイ４１に表示する。つまり，１回目の読み取りにて
取得される第１画像データ６１は，顔写真の画像を含む第１面の画像データであると推定
される。
【００３０】
　そこで，ＭＦＰ１００は，第１画像データ６１に基づいて，複数の画像６２，６３，６
４を作成して，図４に示すように，１枚のシート５０に印刷する。画像６２は，第１画像
データ６１に基づいて，濃度を変更せずに印刷したものである。画像６３は，第１画像デ
ータ６１に基づいて，明度を上げて印刷したものである。画像６４は，第１画像データ６
１に基づいて，明度を下げて印刷したものである。
【００３１】
　また，第２画像データ６５は，２回目の読み取りにて取得される画像データである。２
回目の読み取りでは，第１面の反対側の写真を含まない面がセットされていると推定され
る。つまり，２回目の読み取りにて取得される第２画像データ６５は，顔写真の画像を含
まない第２面の画像データであると推定される。ＭＦＰ１００は，第２画像データ６５に
基づいて，１つの画像６６のみを作成する。顔写真を含んでいない画像では，ユーザの好
みによる選択の必要性は小さい。従って，濃度の異なる画像を印刷する必要性は小さい。
【００３２】
　そして，ＭＦＰ１００は，例えば，図４に示すように，第１画像データ６１に基づく複
数の画像６２，６３，６４のそれぞれを，第２画像データ６５に基づく１つの画像６６に
隣接させて配置し，１枚のシート５０に印刷する。具体的に，図４の例では，１画像６６
の上方に画像６２が，画像６６の左方に画像６３が，画像６６の下方に画像６４が，それ
ぞれ画像６６に隣接して配置されている。
【００３３】
　続いて，ＭＦＰ１００にて，コピーを実行する動作を実現するコピー処理の手順につい
て，図５のフローチャートを参照して説明する。コピー処理は，操作パネル４０等を介し
て，コピーの実行指示を受け付けたことを契機に，ＣＰＵ３１にて実行される。
【００３４】
　コピー処理では，ＣＰＵ３１は，まず，ＩＤコピーモードが選択されているか否かを判
断する（Ｓ１０１）。ＩＤコピーモードが選択されていないと判断した場合には（Ｓ１０
１：ＮＯ），ＣＰＵ３１は，写真コピーモードが選択されているか否かを判断する（Ｓ１
０２）。
【００３５】
　そして，写真コピーモードも選択されていないと判断した場合には（Ｓ１０２：ＮＯ）
，ＣＰＵ３１は，画像読取部２０に，セットされている原稿を，設定されている解像度で
読み取らせる（Ｓ１０５）。ＣＰＵ３１は，読み取りによって取得した１つの画像データ
に基づいて，１つの印刷データを作成する（Ｓ１０６）。さらに，ＣＰＵ３１は，作成し
た印刷データを用いて，指定されているシートに画像を印刷する（Ｓ１０７）。Ｓ１０５
は，読取処理の一例であり，Ｓ１０６は，単一作成処理の一例である。
【００３６】
　さらに，ＣＰＵ３１は，次の原稿が有るか否かを判断する（Ｓ１０９）。次の原稿が有
ると判断した場合（Ｓ１０９：ＹＥＳ），ＣＰＵ３１は，Ｓ１０５に戻って，次の原稿の
読み取りと印刷を実行する。次の原稿が無いと判断した場合（Ｓ１０９：ＮＯ），ＣＰＵ
３１は，コピー処理を終了する。
【００３７】
　一方，ＩＤコピーモードが選択されていると判断した場合（Ｓ１０１：ＹＥＳ），ＣＰ
Ｕ３１は，ＩＤコピー処理を実行する（Ｓ１１１）。ＩＤコピー処理は，前述したＩＤコ
ピーモードの動作を実現する処理である。
【００３８】
　次に，ＩＤコピー処理の手順について，図６のフローチャートを参照して説明する。Ｉ
Ｄコピー処理では，ＣＰＵ３１は，液晶ディスプレイ４１に，ＩＤコピーの手順を説明す
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るためのメッセージを表示させる（Ｓ２０１）。具体的に，メッセージには，ＩＤカード
の顔写真の付いている面をセットして実行ボタンを押すことをユーザに促す文言が含まれ
る。そして，ＣＰＵ３１は，実行ボタンの押下を受け付けたか否かを判断する（Ｓ２０２
）。
【００３９】
　実行ボタンの押下を受け付けていないと判断した場合（Ｓ２０２：ＮＯ），ＣＰＵ３１
は，所定のタイムアウト時間が経過したか否かを判断する（Ｓ２０３）。所定のタイムア
ウト時間が経過していないと判断した場合（Ｓ２０３：ＮＯ），ＣＰＵ３１は，Ｓ２０２
に戻り，実行ボタンの押下を受け付けるか，または，タイムアウトとなるまで待機する。
なお，実行ボタンの押下を受け付ける前に，他のボタンの押下を受け付けた場合，ＩＤコ
ピーモードをキャンセルして，押下を受け付けた他のボタンの処理を実行する。
【００４０】
　一方，タイムアウトとなる前に実行ボタンの押下を受け付けたと判断した場合（Ｓ２０
２：ＹＥＳ），ＣＰＵ３１は，画像読取部２０に，最高解像度での読み取りを実行させる
（Ｓ２０５）。Ｓ２０５は，読取処理の一例であり，第１の読み取りの一例である。なお
，ＭＦＰ１００がカラー読取可能な装置であれば，Ｓ２０５では，カラー読取を実行する
。そして，ＣＰＵ３１は，Ｓ２０５の読み取りにて取得した第１画像データ６１（図４参
照）を，ＲＡＭ３３に保存する（Ｓ２０６）。
【００４１】
　次に，ＣＰＵ３１は，液晶ディスプレイ４１に，ＩＤコピーの手順の続きを説明するた
めのメッセージを表示させる（Ｓ２０８）。具体的に，メッセージには，ＩＤカードの裏
面をセットして実行ボタンを押すことをユーザに促す文言が含まれる。なお，Ｓ２０８の
メッセージは，Ｓ２０１にて同時に表示してもよい。そして，ＣＰＵ３１は，実行ボタン
の押下を受け付けたか否かを判断する（Ｓ２０９）。
【００４２】
　実行ボタンの押下を受け付けていないと判断した場合（Ｓ２０９：ＮＯ），ＣＰＵ３１
は，所定のタイムアウト時間が経過したか否かを判断する（Ｓ２１０）。タイムアウト時
間は，Ｓ２０３とＳ２１０で，同じ時間であってもよいし，異なってもよい。所定のタイ
ムアウト時間が経過していないと判断した場合（Ｓ２１０：ＮＯ），ＣＰＵ３１は，Ｓ２
０９に戻り，実行ボタンの押下を受け付けるか，または，タイムアウトとなるまで待機す
る。
【００４３】
　タイムアウトとなる前に実行ボタンの押下を受け付けたと判断した場合（Ｓ２０９：Ｙ
ＥＳ），ＣＰＵ３１は，画像読取部２０に，設定されている読取解像度であって，最高解
像度より低い解像度での読み取りを実行させる（Ｓ２１２）。裏面には写真が含まれてい
ないので，最高解像度で読み取る必要性は低い。Ｓ２１２は，読取処理の一例であり，第
２の読み取りの一例である。
【００４４】
　そして，ＣＰＵ３１は，Ｓ２１２の読み取りにて取得した第２画像データ６５（図４参
照）を，ＲＡＭ３３に保存する（Ｓ２１３）。さらに，ＣＰＵ３１は，印刷データ作成処
理を実行する（Ｓ２１５）。印刷データ作成処理は，読み取った画像データに基づいて，
印刷用のデータを作成する処理である。
【００４５】
　次に，印刷データ作成処理の手順について，図７のフローチャートを参照して説明する
。印刷データ作成処理では，ＣＰＵ３１は，まず，ＩＤコピー処理のＳ２０６にて保存し
た第１画像データ６１を読み出す（Ｓ３０１）。
【００４６】
　ＣＰＵ３１は，読み出した第１画像データ６１の階調を低下させ，低階調の画像データ
を作成する（Ｓ３０２）。さらに，ＣＰＵ３１は，作成した低階調の画像データに基づい
て顔認識を行う顔認識処理を実行する（Ｓ３０３）。顔認識処理は，画像データ中に含ま
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れる顔画像の領域を推定する処理である。Ｓ３０３は，顔認識処理の一例である。なお，
顔認識のアルゴリズムは，公知技術であり，説明を省略する。
【００４７】
　ＭＦＰ１００は，顔認識処理を，ハードウエアで実行してもよいし，ソフトウエアで実
行してもよい。つまり，ＭＦＰ１００は，顔認識処理用の専用基板（ハードウエア）を備
えて，ハードウエアによる顔認識処理を行ってもよい。また，ＭＦＰ１００は，顔認識処
理のプログラム（ソフトウエア）を，ＲＯＭ３２またはＮＶＲＡＭ３４に記憶して備え，
ソフトウエアによる顔認識処理を行ってもよい。
【００４８】
　なお，顔認識処理において，顔と認識される許可レベルは，例えば，ユーザの目視での
顔認識の許可レベルよりも低い可能性がある。つまり，ユーザには顔画像と認識し難い画
像でも，顔認識処理では顔画像と判断される可能性がある。ＭＦＰ１００では，階調を低
下させた画像データを用いて顔認識処理を実行するので，顔認識処理の精度が低下する。
これにより，顔認識処理の結果が，ユーザの目視での顔認識の許可レベルと合致し易い。
【００４９】
　そして，ＣＰＵ３１は，Ｓ３０３の顔認識処理による顔認識に成功したか否かを判断す
る（Ｓ３０５）。顔認識に成功したとは，顔画像の領域を特定したことを意味する。つま
り，顔認識に成功した場合には，対象の画像データ中に顔画像と判断できる画像領域が含
まれており，比較的明瞭な顔写真であったと推定できる。一方，顔認識に成功しなかった
場合には，顔画像と判別できなかったことを意味し，仮に顔写真が含まれていたとしても
，例えば，全体に暗く顔写真の部分が不明瞭な画像となってしまっている可能性が高い。
【００５０】
　顔認識に成功したと判断した場合（Ｓ３０５：ＹＥＳ），ＣＰＵ３１は，Ｓ３０１にて
読み出した第１画像データ６１を，印刷用の画像データに変換する（Ｓ３０７）。例えば
，モノクロ印刷が指定されていて，カラーでの読み取りを実行した場合，ＣＰＵ３１は，
カラー画像データをモノクロ画像データに変換する。さらに，ＣＰＵ３１は，ＩＤコピー
処理のＳ２１３にて保存した，第２画像データ６５を読み出す（Ｓ３０８）。
【００５１】
　そして，ＣＰＵ３１は，第１画像データ６１に基づく画像と第２画像データ６５に基づ
く画像とを隣接させた画像を含む印刷用データを作成し（Ｓ３０９），ＩＤコピー処理に
戻る。第１画像データ６１に基づく画像は，Ｓ３０７にて変換後の画像データの画像であ
り，第２画像データ６５に基づく画像は，Ｓ３０８にて読み出した画像データの画像であ
る。つまり，顔認識に成功した場合，ＣＰＵ３１は，第１画像データ６１に基づく画像と
第２画像データ６５に基づく画像とを，それぞれ１つずつ，１枚のシートに印刷する。顔
認識に成功した場合には，ユーザが不満に思うような印刷結果とはならない可能性が高い
。そのため，顔認識に成功した場合には，複数の画像を作成しない方が，無駄が少ない。
【００５２】
　一方，顔認識に成功しなかったと判断した場合（Ｓ３０５：ＮＯ），ＣＰＵ３１は，Ｓ
３０１にて読み出した第１画像データ６１を，印刷用の画像データに変換する（Ｓ３１１
）。Ｓ３１１は，Ｓ３０７と同様の処理である。
【００５３】
　そして，ＣＰＵ３１は，Ｓ３１１にて変換後の画像データに基づいて，元の第１画像デ
ータ６１とは濃度の異なる画像データを作成する（Ｓ３１２）。Ｓ３１２では，ＣＰＵ３
１は，１以上の画像データを作成する。これにより，第１画像データ６１と合わせて，複
数の画像データが作成される。Ｓ３１２は，複数作成処理の一例である。Ｓ３１２では，
ＣＰＵ３１は，例えば，図４に示したように，第１画像データ６１の画像より全体の明度
を上げた画像６３の画像データと，第１画像データ６１の画像より全体の明度を下げた画
像６４の画像データとの２種類の画像データを作成する。
【００５４】
　さらに，ＣＰＵ３１は，ＩＤコピー処理のＳ２１３にて保存した，第２画像データ６５
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を読み出す（Ｓ３１３）。そして，ＣＰＵ３１は，第１画像データ６１に基づく複数の画
像のそれぞれを第２画像データ６５に基づく１つの画像に隣接させた画像を含む印刷用デ
ータを作成し（Ｓ３１５），ＩＤコピー処理に戻る。第１画像データ６１に基づく複数の
画像は，Ｓ３１１にて変換後の画像データの画像と，Ｓ３１２にて作成された１以上の画
像データの画像である。第２画像データ６５に基づく１つの画像は，Ｓ３１３にて読み出
した画像データの画像である。
【００５５】
　つまり，顔認識に失敗した場合，ＣＰＵ３１は，第１画像データ６１に基づいて複数の
画像を作成し，例えば，図４に示したように，複数の画像のそれぞれを第２画像データ６
５に基づく画像に隣接させて，１枚のシートに印刷する。顔認識に失敗した場合には，ユ
ーザが不満に思うような印刷結果となる可能性がある。そのため，顔認識に失敗した場合
には，複数の画像を作成することで，ユーザに好みの画像を選択させることができる。
【００５６】
　ＩＤコピー処理では，ＣＰＵ３１は，Ｓ２１５の印刷データ作成処理の後，作成した印
刷用データに基づいて，画像形成部１０に印刷を実行させる（Ｓ２１７）。Ｓ２１７は，
出力処理の一例である。ＣＰＵ３１は，印刷データ作成処理において，第１画像データに
基づく画像と，第２画像データに基づく画像とが，１枚のシートに含まれる印刷用データ
を作成している。印刷データ作成処理のＳ３０９にて作成した印刷用データに基づいて印
刷を実行すると，１枚のシートにＩＤカードの表裏の画像が１つずつ印刷される。また，
印刷データ作成処理のＳ３１５にて作成した印刷用データに基づいて印刷を実行すると，
例えば，図４に示したように，写真付きの面の複数の画像が，裏面の画像の周囲に並んで
印刷されたシート５０が出力される。
【００５７】
　なお，図４の例では，第１画像データに基づく画像６２，６３，６４のそれぞれは，第
２画像データに基づく画像６６に隣接して配置されている。そこで，ユーザは，図４に破
線Ｌ１，Ｌ２，Ｌ３で示すように，画像６２，６３，６４のいずれでも好みの画像を，画
像６６と連結した１枚として切り取ることができる。出力画像のレイアウトとして，第２
画像データに基づく画像６６に，第１画像データに基づく濃度が異なる複数の画像６２，
６３，６４をそれぞれ隣接させて，１枚のシート５０に印刷することで，シートの無駄が
少なく，印刷物の使い勝手が良い。
【００５８】
　Ｓ２１７の後，または，タイムアウトとなったと判断した場合（Ｓ２０３：ＹＥＳ，ま
たは，Ｓ２１０：ＹＥＳ），ＣＰＵ３１は，ＩＤコピー処理を終了して，図５のコピー処
理に戻る。そして，ＣＰＵ３１は，コピー処理を終了する。なお，ＩＤコピー処理の終了
後，モードが変更されることなく，再び実行ボタンが押下された場合には，再度ＩＤコピ
ー処理を実行するとしてもよい。
【００５９】
　一方，コピー処理のＳ１０２にて，写真コピーモードが選択されていると判断した場合
（Ｓ１０２：ＹＥＳ），ＣＰＵ３１は，写真コピー処理を実行する（Ｓ１１２）。写真コ
ピー処理は，前述した写真コピーモードの動作を実現する処理である。
【００６０】
　次に，写真コピー処理の手順について，図８のフローチャートを参照して説明する。写
真コピー処理は，ＩＤコピー処理のうち，第１面に関する処理だけを残し，第２面の処理
を削除した処理である。ＩＤコピー処理と同じ手順については，同じ符号を付し，説明を
省略する。
【００６１】
　写真コピー処理では，ＣＰＵ３１は，まず，実行ボタンの押下を受け付けたか否かを判
断する（Ｓ２０２）。実行ボタンの押下を受け付けていないと判断した場合（Ｓ２０２：
ＮＯ），ＣＰＵ３１は，所定のタイムアウト時間が経過したか否かを判断する（Ｓ２０３
）。所定のタイムアウト時間が経過していないと判断した場合（Ｓ２０３：ＮＯ），ＣＰ
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Ｕ３１は，実行ボタンの押下またはタイムアウトを待機する。
【００６２】
　実行ボタンの押下を受け付けたと判断した場合（Ｓ２０２：ＹＥＳ），ＣＰＵ３１は，
最高解像度での読み取りを実行する（Ｓ２０５）。そして，ＣＰＵ３１は，取得した画像
データを，ＲＡＭ３３に保存する（Ｓ２０６）。さらに，ＣＰＵ３１は，印刷データ作成
処理を実行する（Ｓ２１５）。
【００６３】
　印刷データ作成処理は，図７に示した処理と同様の処理である。なお，印刷データ作成
処理が写真コピー処理中で実行される場合，第２画像データを読み出すステップ（Ｓ３０
８とＳ３１３）は，スキップする。つまり，ＣＰＵ３１は，読み取った写真の画像データ
に対して顔認識処理を実行し，顔認識処理に成功した場合には１つ，顔認識処理に失敗し
た場合には複数の画像データを作成する。さらに，ＣＰＵ３１は，複数の画像データを作
成した場合には，それらを１枚のシートに印刷するための印刷用データを作成する。
【００６４】
　そして，図８の写真コピー処理に戻り，Ｓ２１５の印刷データ作成処理の後，ＣＰＵ３
１は，作成した印刷用データに基づいて，画像形成部１０に印刷を実行させる（Ｓ２１７
）。Ｓ２１７の後，または，タイムアウトとなったと判断した場合（Ｓ２０３：ＹＥＳ）
，ＣＰＵ３１は，写真コピー処理を終了して，図５のコピー処理に戻り，コピー処理を終
了する。
【００６５】
　以上，詳細に説明したように，第１の形態のＭＦＰ１００によれば，写真が含まれる画
像をコピーするモードが設定された状態で原稿の読み取りを行った場合，読み取りによっ
て取得される１つの画像データに基づいて，濃度の異なる複数の画像を作成する。さらに
，作成した複数の画像を，１枚のシートに印刷する。読み取った原稿の画像について，濃
度が異なる複数の画像を作成して出力することで，ユーザはそれらの複数の画像の中から
好みの濃度の画像を選択できる。従って，読み取りを指示したユーザが好む濃度の画像が
出力される可能性が高まる。
【００６６】
　続いて，本発明にかかる読取装置を具体化した第２の形態について，添付図面を参照し
つつ詳細に説明する。第２の形態は，第１の形態のＭＦＰ１００と同様の装置において，
複数の画像データを作成した後の処理が異なるものである。第１の形態のＭＦＰ１００と
同じ構成や手順については，同じ符号を付し，説明を省略する。
【００６７】
　第２の形態のＭＦＰ１００は，作成した複数の画像データを１枚のシートに印刷する代
わりに，図９に示すように，液晶ディスプレイ４１に表示してユーザの選択を受け付ける
。そして，ＭＦＰ１００は，選択された画像を印刷する。ＩＤコピーモードでは，ＭＦＰ
１００は，選択された画像と裏面の画像とを１枚のシートに印刷する。写真コピーモード
では，ＭＦＰ１００は，選択された画像のみを１枚のシートに印刷する。このようにして
も，ユーザは，好みの濃度の画像の印刷物を入手できる。
【００６８】
　第２の形態のＭＦＰ１００では，第１の形態のコピー処理において実行される印刷デー
タ作成処理（図７）に代えて，印刷データ選択処理を実行する。印刷データ選択処理の手
順について，図１０のフローチャートを参照して説明する。印刷データ選択処理は，図７
の印刷データ作成処理に，いくつかのステップを追加したものであり，印刷データ作成処
理と同じ手順については，同じ符号を付して説明を省略する。
【００６９】
　第２の形態の印刷データ選択処理では，ＣＰＵ３１は，まず，第１画像データ６１を読
み出す（Ｓ３０１）。そして，ＣＰＵ３１は，読み出した第１画像データ６１の階調を低
下させ（Ｓ３０２），顔認識処理を実行する（Ｓ３０３）。さらに，ＣＰＵ３１は，顔認
識に成功したか否かを判断する（Ｓ３０５）。
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【００７０】
　そして，顔認識処理にて顔認識に成功したと判断した場合（Ｓ３０５：ＹＥＳ），ＣＰ
Ｕ３１は，第１画像データ６１を印刷用の画像データに変換する（Ｓ３０７）。さらに，
第２画像データ６５を読み出し（Ｓ３０８），第１画像データ６１に基づく画像と第２画
像データ６５に基づく画像とを隣接させた画像を含む印刷用データを作成し（Ｓ３０９）
，ＩＤコピー処理または写真コピー処理に戻る。
【００７１】
　一方，顔認識処理にて顔認識に成功しなかったと判断した場合（Ｓ３０５：ＮＯ），Ｃ
ＰＵ３１は，第１画像データ６１を印刷用の画像データに変換する（Ｓ３１１）。そして
，ＣＰＵ３１は，変換後の画像データに基づいて，元の第１画像データ６１とは濃度の異
なる画像データを作成する（Ｓ３１２）。
【００７２】
　そして，ＣＰＵ３１は，液晶ディスプレイ４１に，元の第１画像データ６１に基づく画
像とＳ３１２にて作成した画像データに基づく画像とを表示させる（Ｓ５０１）。ＣＰＵ
３１は，液晶ディスプレイ４１に，例えば，図９に示したように，複数の画像データと，
そのうちの１つを選択する選択入力を受け付ける画面とを表示させる。第２の形態では，
Ｓ５０１が出力処理の一例であり，液晶ディスプレイ４１は，出力手段の一例である。
【００７３】
　そして，ＣＰＵ３１は，ユーザによる選択入力を受け付けたか否かを判断する（Ｓ５０
２）。ユーザによる選択入力を受け付けていないと判断した場合（Ｓ５０２：ＮＯ），Ｃ
ＰＵ３１は，所定のタイムアウト時間が経過したか否かを判断する（Ｓ５０３）。所定の
タイムアウト時間が経過していないと判断した場合（Ｓ５０３：ＮＯ），ＣＰＵ３１は，
Ｓ５０２に戻り，選択入力を受け付けるか，または，タイムアウトとなるまで待機する。
【００７４】
　タイムアウトとなる前に選択入力を受け付けたと判断した場合（Ｓ５０２：ＹＥＳ），
ＣＰＵ３１は，選択された画像データを第１画像データ６１に基づく印刷用のデータに決
定する（Ｓ５０５）。Ｓ５０５は，選択処理の一例である。一方，選択入力を受け付ける
ことなくタイムアウトとなったと判断した場合（Ｓ５０３：ＹＥＳ），ＣＰＵ３１は，濃
度の変更を行っていない元の画像データを第１画像データ６１に基づく印刷用のデータに
決定する（Ｓ５０６）。
【００７５】
　さらに，ＣＰＵ３１は，第２画像データ６５を読み出す（Ｓ３１３）。そして，ＣＰＵ
３１は，Ｓ５０５またはＳ５０６にて決定した第１画像データ６１に基づく印刷用のデー
タの画像と，Ｓ３１３にて読み出した第２画像データ６５に基づく画像とを隣接させた画
像を含む，印刷用データを作成し（Ｓ３１５），ＩＤコピー処理または写真コピー処理に
戻る。
【００７６】
　なお，第２の形態では，必ずしも印刷しなくてもよい。つまり，ＩＤコピー処理または
写真コピー処理のＳ２１７に代えて，画像データの外部装置への送信を行ってもよい。例
えば，Ｓ５０５またはＳ５０６にて決定した第１画像データと，Ｓ３１３にて読み出した
第２画像データとを含む画像データを作成し，ユーザに指定された送信先の装置に送信し
てもよい。
【００７７】
　以上，詳細に説明したように，第２の形態のＭＦＰ１００によっても，写真が含まれる
画像をコピーするモードが設定された状態で原稿の読み取りを行った場合，読み取りによ
って取得される１つの画像データに基づいて，濃度の異なる複数の画像を作成する。さら
に，作成した複数の画像を，液晶ディスプレイ４１に表示し，ユーザによる選択を受け付
ける。読み取った原稿の画像について，濃度が異なる複数の画像を作成して表示すること
で，ユーザはそれら複数の画像の中から好みの濃度の画像を選択できる。従って，第２の
形態のＭＦＰ１００によっても，読み取りを指示したユーザが好む濃度の画像が出力され
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る可能性が高まる。さらに，第２の形態では，プレビュー表示によって印刷対象の画像を
ユーザに選択させるので，不要な画像が印刷されず，着色剤の無駄が少ない。
【００７８】
　なお，各実施の形態は単なる例示にすぎず，本発明を何ら限定するものではない。した
がって本発明は当然に，その要旨を逸脱しない範囲内で種々の改良，変形が可能である。
例えば，読取装置は，ＭＦＰ１００に限らず，複写機，スキャナ，ＦＡＸ装置など，画像
読取機能を備える装置であれば適用可能である。
【００７９】
　また，例えば，写真が含まれる原稿の読取結果に基づいて，複数の画像データを作成す
れば良く，作成する数は，３に限らない。２でもよいし，４以上でもよい。さらに，変更
する濃度は，ブライトネスとコントラストとのいずれかに限らず，両方でもよい。また，
カラーコピーの場合には，さらに色調も変更してもよい。
【００８０】
　また，１枚のシートに複数の画像を印刷する場合における各画像の配置は，図３や図４
に示した例に限らない。例えば，縦並びや横並びとしてもよい。また，例えば，ＩＤコピ
ーにおいて，第２画像データ６５に基づく画像も複数印刷してもよい。例えば，第１画像
データ６１に基づく複数の画像６２，６３，６４を縦に並べ，それぞれの横に隣接して，
第２画像データ６５に基づく画像を配置させてもよい。その場合には，第２画像データ６
５に基づく画像についても，濃度の異なる画像データを作成してもよい。また，１枚のシ
ートに各画像を印刷する代わりに，複数の画像をそれぞれ別のシートに印刷してもよい。
【００８１】
　また，複数の画像を作成する際に，全体の濃度を変更する方法に限らず，部分的に濃度
を変更してもよい。例えば，文字領域を除く部分の濃度を変更してもよい。例えば，図４
に示した第１画像データ６１に基づいて，図中で左側の半面のみの濃度を変更してもよい
。このようにすれば，文字領域の濃度をも変更する場合と比較して，文字が読み難くなら
ない。ただし，画像全体の濃度を変更すれば，部分的に濃度を変更する場合と比較して，
制御がシンプルであり，濃度差の境界の無い自然な画像を作成できる。
【００８２】
　また，例えば，顔認識に成功した場合には，複数の画像を作成する際に，顔と認識され
た領域のみの濃度を変更してもよい。このようにすれば，全体の濃度を変更する場合と比
較して，元の原稿の画像をそのまま出力する箇所が多く，元の自然な画像（濃度変更が無
い画像）をより多く残せる。
【００８３】
　また，各実施の形態では，顔認識に成功した場合には，複数の画像の作成を行わないと
したが，顔認識の結果にかかわらず，ＩＤコピーモードではいつも複数の画像を作成する
としてもよい。その場合には，顔認識処理を実行しなくてもよい。具体的に，印刷データ
作成処理または印刷データ選択処理のＳ３０２～Ｓ３０９を削除し，Ｓ３０１の後，Ｓ３
１１へ進むとしてもよい。ただし，顔認識が成功した場合には，ユーザが不満に思うよう
な印刷結果とならない可能性が高い。そのため，顔認識処理を実行し，顔認識に失敗した
場合のみ複数の画像を作成する方が，無駄が少ない。
【００８４】
　また，各実施の形態では，印刷データ作成処理または印刷データ選択処理のＳ３０５に
て，顔認識に失敗したことを複数の画像を作成する条件としたが，Ｓ３０５に適用する条
件は，顔認識の失敗に限らない。例えば，読み取った画像の全体の濃度が所定の閾値より
大きいことを条件として，複数の画像を作成するとしてもよい。画像の濃度（平均濃度）
が大きい場合には，全体的に暗い画像となり，ユーザが不満に思うような印刷結果となる
可能性がある。そのため，画像の濃度が大きい場合に複数の画像を作成する方が，無駄が
少ない。
【００８５】
　また，例えば，顔認識に成功した場合には，顔と認識された領域の平均の濃度を取得し
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よい。顔領域の濃度が大きい場合には，顔領域が暗い画像となり，ユーザが不満に思うよ
うな印刷結果となる可能性がある。そのため，顔領域の濃度が大きい場合に複数の画像を
作成する方が，無駄が少ない。
【００８６】
　また，複数の画像を作成する条件は，装置ごとにいずれか１つの条件を備えていてもよ
いし，各装置が複数の条件を備えていてもよい。複数の条件を備える場合には，各装置に
て使用する条件を予め選択するとしてもよいし，そのうちの１以上の条件を満たすことを
条件としてもよい。
【００８７】
　また，例えば，ＩＤコピーモードにおける両面読み取りの読み取り順序は，逆順であっ
てもよい。つまり，写真を含まない面である裏面を先に読み取るようにしてもよい。例え
ば，ＩＤコピー処理のＳ２０１～Ｓ２０６とＳ２０８～Ｓ２１３との実行順を入れ替えて
もよい。なお，読み取り順序は，予め決める代わりに，ユーザ指定でもよいし，顔認識の
結果によって判断してもよい。ユーザ指定では，読み取り順序の指定を受け付けてから読
み取ってもよいし，片面または両面の読み取り後に写真が含まれる面の指定を受け付けて
もよい。また，顔認識では，読み取った画像に対して顔認識を実行し，顔写真が含まれる
と判断された面を写真が含まれる面であると判断すればよい。
【００８８】
　また，顔認識処理の前に画像データの階調を低下させるとしたが，低下させなくてもよ
い。また，例えば，使用する顔認識処理の特徴に応じて，階調を低下させる程度を決定す
ればよい。
【００８９】
　また，写真が含まれる原稿を読み取る際の読み取りの解像度は，最高解像度に限らない
。写真の読み取りに好適な所定の解像度であればよい。また，カラー読取可能な装置であ
っても，モノクロ印刷が指定されている場合には，カラーでの読み取りを行わなくてもよ
い。また，設定された解像度が最高解像度であれば，裏面の読み取りも最高解像度で行う
とよい。
【００９０】
　また，作成した複数の画像の出力方法は，画像形成部１０による印刷（第１の形態），
液晶ディスプレイ４１による表示（第２の形態）に限らず，外部装置への送信としてもよ
い。例えば，ＭＦＰ１００は，作成した複数の画像をＰＣ等に送信し，ＰＣ等から選択指
示を受け付けて，選択された画像を印刷するとしてもよい。
【００９１】
　また，各実施の形態に開示されている処理は，単一のＣＰＵ，複数のＣＰＵ，ＡＳＩＣ
などのハードウェア，またはそれらの組み合わせで実行されてもよい。また，各実施の形
態に開示されている処理は，その処理を実行するためのプログラムを記録した記録媒体，
または方法等の種々の態様で実現することができる。
【符号の説明】
【００９２】
　１０　画像形成部
　２０　画像読取部
　３１　ＣＰＵ
　４０　操作パネル
　４１　液晶ディスプレイ
　１００　ＭＦＰ
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